
政策等策定過程 市民意見公募手続の流れ

●市民意見公募手続の流れ（フロー）
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意見募集終了 

手続の実施結果に係る公表資料の作成 

  ＜主な公表内容＞ 

    ・意見の概要（件数，内容） 

    ・意見に対する市の考え方 

    ・政策等の案の修正箇所 等 
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結果公表 
対応状況の確

認 

（必要に応じて） 

政策等の案の

修正 

政策等の意思決定 

議会の議決 

 ※条例案など 

政策等の策定・公表 

政策等の案の名称，意見提出

期間，公表資料の入手方法等

を，意見を募集する前に市ホー

ムページなどでお知らせする。 

【公表方法】 

市ホームページへの掲載，

市民閲覧コーナーや支所で

の閲覧，所管課での閲覧及

び配布など 

意見を反映する 意見を反映しない 

政策等の案の 

公表 
（意見の募集開始） 

市民意見公募手

続の実施予告 

意見書の 

作成 

【公表方法】 

市ホームページへの掲載，市民閲覧

コーナーや支所での閲覧，所管課で

の閲覧及び配布など 

政策等の案の策定 
事前情報の 

入手 

政策等の案の

内容把握 

実施機関（市） 市民等 

【提出方法】 

 持参，郵送，ファクシミリ，

電子メールなど 

※ 意見とともに，住所，氏

名，連絡先等を明記し提出 



【意見の提出方法】 

① 所定の「意見提出書」に，氏名，住所，連絡先等とご意見を記入してください。 

 （氏名，住所，連絡先等の記載があれば，所定の様式でなくても構いません。） 

② 持参，郵送，ファックス，電子メールのいずれかの方法で提出してください。 

 （電話や口頭でのご意見は受付できません。） 


